
子どもの貧困対策の推進に関する法律＜平成25年法律第64号＞（概要）

目 的

大綱の策定・基本的施策

子どもの貧困対策会議

施行期日等

○ この法律は､子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう､貧困の状況にある子どもが健
やかに育成される環境を整備するとともに､教育の機会均等を図るため､子どもの貧困対策を総合的に推進することを目
的とする。

※ その他､基本理念､国の責務､地方公共団体の責務､国民の責務､法制上の措置等及び対策の実施の状況の公表について規定

○ 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

○ 政府は､この法律の施行後５年を経過した場合において､この法律の施行の状況を勘案し､必要があると認めるときは､
この法律の規定について検討を加え､その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

子どもの貧困対策会議（関係閣僚で構成）を設置する。

○ 政府は､子どもの貧困対策を総合的に推進するための大綱を定めなければならない。

○ 大綱では､「子どもの貧困対策に関する基本的な方針」､「子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校
等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策」､「教育の支援に関する事項」､「生活の支援
に関する事項」､「保護者に対する就労の支援に関する事項」､「経済的支援に関する事項」及び「調査及び研究に関す
る事項」を定める。

※衆議院厚生労働委員会決議

政府は､大綱を作成するに際しては､子どもの貧困対策に関し優れた見識を有する者や貧困の状況にある世帯に属する者､これらの者を支援する団体等､関係者
の意見を会議で把握した上で､これを作成すること。

○ 都道府県は､当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努める。

平成25年6月19日成立／平成25年6月26日公布
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■子どもの貧困率
18歳未満の子どもで 15.7％（2010年OECD加盟34カ国中25位）

■ひとり親世帯での貧困率 50.8％（2010年OECD加盟34カ国中33位）

■生活保護世帯の子どもの高等学校等進学率 89.9％（全体 98.4％）

■ 世代を超えた「貧困の連鎖」

子どもの貧困対策の推進に関する法律について

教育支援 生活支援 保護者への就労支援 経済的支援 調査研究

子どもの貧困状況及び貧困対策の実施状況を毎年公表

（平成25年法律第64号）

子どもの貧困対策を総合的に推進するための枠組みづくり

子どもの貧困対策に関する大綱

子どもの貧困対策会議
〔会長：内閣総理大臣〕

大綱案
の作成

勘案

国

都道府県子どもの貧困対策計画

地方公共団体

〔策定努力義務〕

密接な連携

〔閣議決定〕

子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策

基 本 的 な 方 針

目的・基本理念現状・背景

（2009年厚労省データ） （OECD(2014)データ）
※日本の数値は2009年

大綱に掲げる
事項

この法律は、貧困の状況にある子どもが健やかに育成され
る環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、
子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。

■子どもの貧困対策は、子どもの将来がその生まれ育った
環境によって左右されることのない社会を実現すること
を旨として推進されなければならない。

■子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相
互の密接な連携の下に、総合的な取組として行わなければ
ならない。

（2009年厚労省データ） （OECD(2014)データ）
※日本の数値は2009年

（2013年厚労省／文科省データ）

関係者の意見を把握
（衆・厚労委決議)
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